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。
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第

浮

島

丸

事

件

の

真

相

解

明

に

つ

い

て

真

相

解

明

の

必

要

性

原

告

ら

は

事

件

後

四

七

年

を

経

て

本

件

提

訴

に

踏

み

切

っ

た

が

、

そ
の
最
大
の
動
機
は
事
件
の

真
相
解
明
に
あ
る
。

原

告

ら

は

浮

島

丸

事

件

に

つ

い

て

の

調

査

も

遺

族

に

対

す

る

説

明

も

怠

っ

て

き
た
被
告
の
不
誠
実
な
姿
勢
に
償
り
、

公
式
陳
謝
と
補
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
'
被
告
は
、

浮

島

丸

事

件

に

限

ら

ず

、

戦

争

の

犠

牲

と

な

っ

た

朝

鮮

人

に

何

の

補

償

も

し

な

か

っ

:
ニ
キ
ノ
ご
ま
ま
く
、

ふ
J

ふ
j
p
b・
匂

h

B

L

'

J

、
慰
霊
の
念
さ
え
喪
失
し
、

ど

こ

で

誰

が

死

亡

し

た

の

か

と

い

う

調

査

さ

え

怠

-3 -

っ
て
き
た
。

二

万

数

千

人

の

軍

人

・

軍

属

死

亡

者

名

簿

を

韓

国

政

府

に

呈

示

し

た

だ

け

で

、

万

に

の

ぼ

る

未

帰

還

者

(

注

l
)
は
未
だ
に
生
死
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

3 

浮
島
丸
事
件
に
つ
い
て
も
、

被

告

は

た

だ

三

七

三

五

名

の

朝

鮮

人

が

事

故

に

道

通

し

、

内

五

二

四

名

が

死

亡

し

た

こ

と

を

認

め

(
注

2
〉

、

原

因

は

触

雷

と

す

る

の

み

で

(
注

3
)

大
事
件
で

あ

る

に

も

関

わ

ら

ず

、

何

の

調

査

も

な

さ

れ

て

い

な

い

。

遺

骨

は

九

年

の

長

き

に

わ

た

っ

て

海

中

に

放

置

さ

れ

た

(
注

4
)



4 

も
と
よ
り
、

原

告

ら

は

被

告

か

ら

事

件

の

経

緯

・

爆

発

・

沈

没

の

原

因

に

つ

い

て

説

明

を

受

け

た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

死
亡
の
通
知
は
、

一
九
四
五
年
一

一
月
二
四
日
付
、
大
湊
海
軍
施
設
部

長

名

で

出

身

地

の

郡

守

あ

て

に

遺

族

へ

の

連

絡

と

戸

籍

抹

消

を

依

頼

す

る

と

い

う

形

で

行

わ

れ

た

(
注

5
)
。
遺
族
の
多
く
は
被
告
か
ら
直
接
の
通
知
さ
え
受
け
取
っ
て
い
な
い
。

同
じ
村
の
生
還

者

か

ら

「
船
が
爆
発
し
て
死
亡
し
た
」

と
知
ら
さ
れ
た
者
も
い
る
が
、

ほ
と
ん
ど
の
遺
族
は
戸
籍

に
あ
る

「
浮
島
丸
沈
没
」

が

一

体

何

を

意

味

す

る

の

が

知

ら

な

い

ま

ま

で

あ

っ

た

。

提

訴

準

備

中

の

一

九

九

二

年

二

月

、

韓

国

の

新

聞

で

公

表

さ

れ

た

死

亡

者

名

簿

(

注

6
)
等
で
初
め
て
肉
親
の

-4 -

死
の
原
因
を
知
っ
た
者
さ
え
少
な
く
な
い
。

5 

被
告
が
調
査
と
説
明
を
怠
っ
た
結
果
、

遺
族
ら
の
不
信
は
増
大
し
た
。
疑
惑
が
疑
惑
を
よ
び
、

韓

国

で

は

事

故

は

朝

鮮

人

虐

待

を

隠

蔽

す

る

た

め

の

陰

謀

(

自

爆

)

で
あ
り
、
死
亡
者
数
は
三
千

人
と
も
五
千
人
と
も
い
わ
れ
、

そ
れ
が
定
説
と
な
っ
て
い
る

(
注

7
〉

。

ま
た
、
被
告
が
真
実

(
自
爆
、

死
亡
者
数
)
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、

重
要
書
類
、
乗
船
者
名
簿
、

死
亡
者
名
簿
等
を
密

か
に
隠
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

か
か
る
定
説
が
仮
に
事
実
よ
り
誇
大
で
あ
る
と
し
て

戸・

ず主

~ 

ー、.

~ 

-7
・
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も

そ
れ
は
被
告
の
不
誠
実
な
姿
勢
に
よ
り
も
た
・
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
外
は
な
い
。

6 

ま
た
韓
国
内
だ
け
で
は
な
く
、

在
日
朝
鮮
人
も
事
件
の
疑
惑
、

真
相
究
明
の
必
要
性
を
指
摘
し

て
い
る
。

一
九
四
五
年
一
二
月
七
日
、

一
二
目
、

二
二
目
、

在
日
本
朝
鮮
人
連
盟
青
森
県
本
部
委

員
長
孫
一
は
、
生
選
者
数
人
の
証
言
と
し
て
、
乗
船
者
数
七
、

八
千
名
、
事
故
は

「
絶
対
計
画
的

で
あ
る
」

と

し

て

進

駐

軍

司

令

官

に

告

発

し

て

い

る

〈
注

8
)

ま
た
、

在
日
朝
鮮
人
ジ
ャ
!
ナ

リ
ス
ト
金
賛
汀
は
一
九
八
四
年
、

「
浮
島
丸
釜
山
港
へ
向
か
わ
ず
」

を
著
し
、

そ
の
中
で

「
次
第

に
消
え
て
い
く
触
雷
の
可
能
性
」

(
注

9
)
の
一
項
を
た
て
、

釜
山
行
き
を
嫌
っ
た
一
部
乗
組
員

-5 -

が
操
船
不
能
に
す
る
た
め
に
行
っ
た
爆
破
が
大
爆
発
を
引
き
起
こ
し
た
可
能
性
を
示
唆
(
注
目
)
、

死

亡

者

名

簿

に

も

大

き

な

疑

問

を

呈

示

し

て

い

る

(
注

U
)

7 

真
相
究
明
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
の
は
朝
鮮
人
だ
け
で
は
な
い
。

日
本
の
報
道
機
関
(
注
ロ
)

も

、

事

件

を

「
謎
」

「
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
」

と
報
じ
、
被
告
が
乗
船
者
数
、

死

亡
者
数
、
爆
発
原
因
等
の
調
査
を
怠
っ
て
来
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

N
H
K
は
一
九
七
七
年

八
月
二
二
日
、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

「
爆
沈
」

を
放
送
し
た
が
、

制
作
の
菅
谷
耕
次
は

「
状
況
が



明
ら
か
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、

疑

問

は

大

き

く

な

る

ば

か

り

で

あ

る

。

舞

鶴

湾

ま

で

の

浮

島

丸

の
航
跡
が
つ
か
め
た
今
、

果
た
し
て
厚
生
省
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

単
な
る
偶
発
的
な
事
故
だ
っ

た

か

ど

う

か

。

索

直

に

触

雷

説

を

納

得

す

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

る

。

』ー

と
、
述
べ
て
い
る

注

日
〉

そ

の

後

も

京

都

新

聞

等

が

特

集

を

組

み

、

本

件

提

訴

を

機

に

全

国

紙

・

地

方

紙

共

に

記

事

に
し
て
い
る
が
、

こ

の

主

張

は

菅

谷

耕

次

だ

け

で

な

く

、

事

件

に

関

す

る

報

道

全

般

に

共

通

す

る

も
の
で
あ
る
。

特
に
、
訪
韓
し
て
原
告
を
取
材
し
た
京
都
新
聞
は
一
九
九
二
年
、

連
載
「
裁
か
れ
る
海
」

で
、

- 6 -

「
死
者
数
千
人
、

日
本
軍
人
が
爆
弾
を
仕
掛
け
た
。

」
と
の
原
告
、
地
元
記
者
の
発
言
を
紹
介
し
、

事

件

の

認

識

に

日

韓

で

あ

ま

り

に

も

大

き

な

ギ

ャ

ッ

プ

が

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

。

同

様

に

訪

韓

取

材

し

た

N
H
K
京
都
も
、

「

ア

ジ

ア

マ

ン

ス

リ

i
」
、

「
四
七
年
目
の
訴
え
」

で
、

「
・
」

の
問
題
を
解
決
せ
ず
に
、

日

韓

は

手

を

結

べ

な

い

。

私

た

ち

の

子

供

の

世

代

に

な

っ

て

も

理

解

し

合
え
な
い
だ
ろ
う
。

」
と
の
原
告
の
訴
え
を
紹
介
し
て
い
る
。

又

、

生

存

者

の

ほ

と

ん

ど

が

自

爆

を
確
信
し
、
大
事
件
で
あ
る
に
も
か
か
か
わ
ら
ず
、

日

本

で

は

事

件

が

あ

っ

た

こ

と

さ

え

ほ

と

ん

~ 

国

.:; 

Pヘ

-
E
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戸ヘ

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
事
か
ら
、

や

は

り

日

韓

の

大

き

な

へ

だ

だ

た

り

を

指

摘

し

て

い

る

。

京

都

テ

レ

ビ

も

提

訴

に

関

す

る

ニ

ュ

ー

ス

解

説

で

、

-
沈
没
原
因
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、

安

全

に

帰

国

さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
、

政
府
の
道
義
的
責
任
が
あ
る
。

』ー・

と
し
て
、

被

告

に

よ

る

真

相

究

明

の

必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

本
件
訴
訟
に
お
い
て
、

原

告

ら

は

被

告

に

謝

罪

と

賠

償

を

求

め

て

い

る

が

、

真

の

意

味

で

の

謝

罪
と
賠
償
の
た
め
に
は
、

言

葉

や

金

銭

に

と

ど

ま

ら

ず

、

原

告

と

被

告

の

認

識

の

ギ

ャ

ッ

プ

を

埋

-7 -

め

る

こ

と

が

不

可

欠

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

か

か

る

意

味

に

お

い

て

、

被

告

に

は

浮

島

丸

事

件

の

真

相

を

解

明

す

べ

き

責

任

が

あ

る

。

原

告

は

被

告

が

本

件

訴

訟

の

過

程

で

真

相

解

明

に

努

力

す

る

こ
と
を
期
待
し
、

浮

島

丸

事

件

に

つ

い

て

解

明

す

べ

き

主

要

な

点

を

以

下

に

指

摘

す

る

。

事

件

に

つ

い

て

解

明

さ

れ

る

べ

き

点

出

航

に

い

た

る

経

緯

付

事

故

が

起

き

た

そ

も

そ

も

の

発

端

は

、

大

湊

警

備

府

が

危

険

を

無

視

し

て

急

ぎ

朝

鮮

人

を

送

還
し
た
こ
と
に
あ
る
。



ロ

当
時
、
数
千
人
の
朝
鮮
人
が
徴
用
さ
れ
て
い
た
の
は
、
大
湊
海
軍
施
設
部
に
限
ら
な
か
っ
た
。

八

月

一

五

日

現

在

の

日

本

本

土

の

朝

鮮

人

は

、

約

二

四

O
万
人
(
注

U
)
、
内
約
一
五

O
万
人

が
一
九
三
九
年
か
ら
の

「
募
集
」

四
二
年
か
ら
の

一
一
徴
用
」

「
官
斡
旋
」

四
四
年
か
ら
の

に
よ
る
も
の
で
あ
る

(
注
目
)
。
朝
鮮
人
の
徴
用
解
除
方
針
が
決
定
さ
れ
た
の
は
八
月
二
一
目
、

最
初
の
帰
国
船
「
興
安
丸
」

の
出
港
は
九
月
二
日
で
あ
る

〈
注
目
)
。

と
こ
ろ
が
大
湊
警
備
府

の
み
、

敗

戦

直

後

に

独

自

に

朝

鮮

人

の

送

還

を

決

定

し

た

(
注
げ
)

白

し

か

も

、

報

道

関

係

等

の

調

査

-8 -

に
よ
れ
ば
、

(
注
国
〉

浮

島

丸

の

乗

組

員

は

艦

長

以

下

、

野

通
信
科
の
木
本
与
市
上
等
兵
曹
等
ほ
ぼ
全
員
が
出
港
に

強
硬
に
反
対
し
て
い
た
。
掃
海
し
て
い
な
い
海
を
航
行
す
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
皆
よ
く
知
っ

沢
忠
雄
機
関
長
、
斎
藤
恒
次
操
舵
長
、

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

N

H

K

 「
爆
沈
」

鳥
海
金
吾
艦
長
(
故
人
〉

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

の
中
で
、

『
こ
う
や
っ
て
終
戦
に
な
っ
た
の
を
、

む
ざ
む
さ
途
中
で
機
雷
に
ひ
っ
か
か
っ
た
り
な
ん

か
す
る
の
は
、
私
を
は
じ
め
嫌
で
す
か
ら
ね
。

:
別
の
商
船
を
麗
っ
て
ゆ
っ
く
り
や
る
べ

.‘ ー、

~ 

--

~ 

' 



-v 

件、

-も

戸¥

き
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
う
い
う
意
見
で
あ
っ
た
が
・
:
:
・
。

大
湊
(
司
令
部
)

に
戸
行
っ
て
い
ろ

い
ろ
言
っ
た
。

カ《

そ
れ
が
用
い
ら
れ
な
い
で
:
・
・
:
」

こ
の
よ
う
な
乗
組
員
の
反
対
に
よ
り
、

浮

島

丸

の

出

港

が

遅

れ

た

が

、

参

謀

が

「
軍
法
会
議

に
か
け
る
」

と
威
嚇
し
て
出
港
さ
せ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

四

「
二
四
日
一
八
時
以
降
の
航
行
を
禁
止
す
る
」

と
の

そ

の

上

、

出

港

前

日

の

八

月

日

大

海

令

(

注

凶

)

し

か

し

、

大

湊

警

備

府

は

そ

れ

を

無

視

し

て

浮

島

丸

を

出

港

が
出
さ
れ
た
。

さ
せ
た

(
注
初
)

lii) 

(
注
幻
)

な

ど

で

当

時

の

大

湊

の

状

況

は

左

の

よ

う

な

も

の

こ

れ

ま

で

、

報

道

関

係

の

調

査

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
。

(1) 

八

月

一

八

日

に

浮

島

丸

が

大

湊

に

帰

港

し

た

と

き

、

朝

鮮

人

の

送

還

は

既

に

決

ま

っ

て

い

た
。

(2) 

参

謀

長

の

鹿

目

善

輔

少

将

は

東

京

の

軍

司

令

部

に

こ
の
時
司
令
長
官
の
宇
垣
完
爾
中
将
、

出

頭

し

て

不

在

で

あ

り

、

誰

が

朝

鮮

人

の

送

還

を

決

定

し

た

の

か

不

明

で

あ

る

(
注
辺
)

-9 -



(3) 

青
森
県
は
、

昭
和
に
入
っ
て
以
来
、

最

大

の

凶

作

の

秋

を

迎

え

よ

う

と

し

て

い

た

。

大

湊

は

特

攻

隊

の

自

決

、

放

出

物

資

の

奪

い

合

い

、

八

月

二

六

日

に

予

告

さ

れ

た

連

合

軍

の

上

陸

、

北

方

で

続

い

て

い

る

ソ

連

軍

と

の

戦

闘

等

で

パ

ニ

ッ

ク

状

態

で

あ

っ

た

。

(
注
幻
)

(4) 

八
月
一
五
日
現
在
、

大

湊

警

備

府

の

デ

ィ

ー

ゼ

ル

エ

ン

ジ

ン

用

燃

料

の

備

蓄

は

ゼ

ロ

で

あ

っ
た

(
注

M
)

。

(5) 

朝

鮮

人

は

と
解
放
を
喜
び
合
っ
て
い
た
。

「
マ
ン
セ

l
」

(6) 

帰

国

を

急

が

な

い

朝

鮮

人

に

対

し

て

は

、

「

朝

鮮

人

に

は

米

の

配

給

が

な

く

な

る

。

大

湊

か

ら

朝

鮮

に

行

く

船

は

こ

れ

が

最

後

だ

。

乗
船
さ
せ
た
。

」
等
と
脅
か
し
て
ま
で
、

(7) 

乗

船

を

待

つ

あ

い

だ

、

朝

鮮

人

に

大

き

な

混

乱

は

な

か

っ

た

。

(
注
お
)

以
上
の
状
況
か
ら
は
、

何

が

な

ん

で

も

早

急

に

朝

鮮

人

を

帰

国

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

理

由

は

見

出

せ

な

い

。

推

測

で

き

る

こ

と

は

、

大

湊

警

備

府

が

敗

戦

後

の

混

乱

の

中

で

朝

鮮

人

の

暴
動
を
恐
れ
た
か
、

朝

鮮

人

を

徴

用

し

た

実

態

を

連

合

軍

に

知

ら

れ

た

く

な

か

っ

た

か

、

あ

る

い
は
そ
の
両
方
で
あ
る
。

畠

~ 

~ 

ーー

- 1 0 -
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戸ヘ

肉

「
大
湊
に
朝
鮮
人
が
い
る
と
、

暴

動

を

起

こ

す

野

沢

機

関

長

は

N
H
K
「
爆
沈
」

の
中
で
、

か
ら
、

す

ぐ

送

り

返

せ

と

い

う

司

令

部

の

命

令

だ

っ

た

。

」ー

(
注
お
〉

と
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、

一

九

九

三

年

三

月

、

韓

国

S
B
S
テ
レ
ビ
で
、

「
四
千
人
も
の
い
ろ
い
ろ
な
後
の
問
題
を
処
置

す
る
よ
り
か
、

日

本

の

兵

隊

二

O

O
人
位
を
犠
牲
に
し
て
、

:
日
本
の
兵
隊
だ
っ
た
ら
戦
死

に
す
れ
ば
文
句
は
で
な
い
:
・
・
:
そ
の
こ

O
倍

を

処

置

し

た

ほ

う

が

、

大

湊

の

参

謀

は

ほ

め

ら

れ

る

の

で

は

な

い

で

す

か

。

参

謀

な

ん

て

そ

ん

な

も

ん

で

す

よ

。

」
と
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

大

湊

警

備

府

参

謀

は

、

触

雷

・

沈

没

の

可

能

性

を

充

分

知

り

つ

つ

、

朝

鮮

人

を

大

湊

か

ら

送

り

出

し

た

。

大

湊

で

の

朝

鮮

人

の

暴

動

を

防

ぐ

こ

と

さ

え

で

き

れ

ば

、

1
4
 

そ

の

後

朝

鮮

人

が

ど

う

な

ろ

う

と

関

係

な

く

、

乗

組

員

の

犠

牲

も

厭

わ

な

か

っ

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

出

以

上

の

よ

う

に

、

浮

島

丸

事

件

の

真

相

解

明

の

た

め

に

は

、

朝

鮮

人

の

送

還

を

誰

が

い

つ

決

定
し
た
の
か
、

何

故

急

い

だ

の

か

、

艦

長

以

下

大

半

の

乗

組

員

の

反

対

を

押

し

切

っ

て

ま

で

何

故

危

険

な

航

海

を

さ

せ

た

の

か

、

大
海
令
を
無
視
し
て
ま
で
、

何

故

出

港

さ

せ

た

の

か

が

ま

ず

明

ら

か

に

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



ワ

大

湊

の

朝

鮮

人

人

口

・

乗

船

者

数

H
 
浮
島
丸
の
乗
船
者
数
は
朝
鮮
人
三
七
五
七
名
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
数
字
が
初
め

て
出
て
く
る
の
は
、

一
九
五
三
年
一
二
月
以
降
で
あ
る
。

浮
島
丸
殉
難
者
追
悼
実
行
委
員
会
発

行
の

「
浮
島
丸
事
件
の
記
録
」

に
は
第
二
復
員
局
残
務
処
理
部
用
受
に
タ
イ
プ
さ
れ
た
一
九
五

三
年
一
二
月
付
「
輸
送
艦
浮
島
丸
に
関
す
る
資
料
」

が
全
文
紹
介
さ
れ
て
い
る

〈
注
幻
)
。

の
中
に
、

「
同
船
は
朝
鮮
人
元
工
員
二
八
三
八
名
、

同
民
間
人
八
九
七
名
計
朝
鮮
人
三
七
五
七

名

(

外

に

正

規

の

手

続

き

を

経

ず

し

て

殆

ど

乱

入

乗

込

と

も

い

う

べ

き

者

が

少

数

あ

り

)

を
収

容
し
た
」

こ
の
人
数
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
ず
、
乗
船
者
名
簿
が
作
成
さ

と
あ
る
。

し
か
し
、

れ

て

い

た

か

ど

う

か

も

不

明

で

あ

る

正
確
な
乗
船
者
数
を
把
握
し
て
い

(
注
犯
)

し
か
も
、

な
い
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
報
道
で
は
、

周

年

一

二

月

七

日

付

大

阪

新

聞

(

注

羽

)

に

初

め
て
同
じ
数
字
が
出
て
い
る
。

五

三

年

一

二

月

は

船

体

引

揚

げ

が

決

定

し

た

と

き

で

あ

り

、

大

阪
新
聞
も
そ
の
こ
と
を
報
じ
、

「
遺
骨
に
対
し
朝
鮮
人
が
ど
う
動
く
か
注
目
さ
れ
て
い
る
。
」

と
し
て
い
る
。

「
輸
送
艦
浮
島
丸
に
関
す
る
資
料
」

は

こ
の
遺
骨
収
容
に
備
え
て
作
成
さ
れ

( 

Fヘ

... 

そ

-1 2 -
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れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

そ

れ

以

前

に

は

乗

船

者

数

は

ど

こ

に

も

見

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

被

告

作

成

の

文

書
と
し
て
は
、

一
九
四
五
年
九
月
一
日
付
大
湊
海
軍
施
設
部
長
名
の
死
亡
認
定
書
(
注
初
〉
、

同
死
没
者
名
簿
(
注
剖
)

一
九
五

O
年

二

月

一

五

日

付

横

須

賀

地

方

復

員

残

務

処

理

部

か

ら

舞

鶴

地

方

復

員

残

務

処

理

部

あ

て

「
浮
島
丸
遭
難
者
に
つ
い
て

(
通
知
)
」

(
注
犯
)
等
が
あ

'
る
が
、

い
ず
れ
に
も
乗
船
者
数
の
記
載
は
な
い
。

ま
た
一
九
四
五
年
一

O
月
八
日
京
都
新
聞

(
注
お
)

周
年
一

O
月
九
、

一
O
日
毎
日
新
聞
(
注
鈍
)

一
九
五

O
年
二
月
一

O
日
朝
日

新
聞
、

が
浮
島
丸
事
件
を
報
じ
て
い
る
が
、

周
年
三
月
一

四

二

O
日
京
都
新
聞
(
注
お
)

は
り
乗
船
者
数
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。

乗

船

者

数

三

七

五

七

名

は

、

根

拠

が

明

ら

か

で

な

く

、

被

告

自

身

も

認

め

る

不

確

か

な

数

字

で
あ
る
。

し
か
し
、
被
告
の
見
解
と
し
て
現
在
ま
で
固
定
し
て
い
る
。

生

き

残

っ

た

乗

組

員

の

う

ち

数

名

は

、

報

道

機

関

等

に

対

し

て

、

朝

鮮

人

が

六

千

i

口

一
方
、

八

千

人

乗

船

し

た

と

主

張

し

て

い

る

〈
注
お
)

浮
島
丸
が
青
函
連
絡
船
の
代
替
航
行
し
て
い や

- 1 3 -



3 

た

と

き

に

は

船

底

に

乗

せ

ず

に

四

千

人

乗

船

し

た

が

、

事

件

当

時

は

船

底

に

も

び

っ

し

り

朝

鮮

人

を

乗

せ

た

の

で

六

千

か

ら

八

千

人

に

な

る

は

ず

だ

と

い

う

の

で

あ

る

。

も
し
、

こ
れ
ら
の
証

言
が
正
し
け
れ
ば
、

死
亡
者
は
数
千
名
に
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
。

日

浮

島

丸

の

乗

船

者

数

を

推

定

す

る

た

め

に

は

当

時

の

大

湊

の

朝

鮮

人

人

口

を

知

る

必

要

が

あ

る
。
し
か
し
、

そ
の
事
に
つ
い
て
被
告
は
何
の
調
査
も
し
て
い
な
い
。

死

亡

者

数

付

前
記
死
亡
認
定
書
、

「
死
亡
者
は
施
設
部
関
係
と
し
て
徴
用
工
員

死
没
者
名
簿
に
よ
れ
ば
、

三

六

二

名

、

協

力

会

供

給

人

夫

四

八

名

、

計

四

一

O
名
。
施
設
部
以
外
の
分
と
し
て
一

四

名

と
記
さ
れ
て
お
り
、

死
亡
者
総
数
は
五
二
四
名
と
な
る
。

し
か
し
、

死

没

者

名

簿

が

作

成

さ
れ
た
九
月
一
日
に
は
、

遺
体
の
大
部
分
は
収
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

正

確

な

乗

船

者

名

簿

が
あ
れ
ば
、

死
亡
者
の
特
定
は
可
能
で
あ
る
。

し

か

し

、

前

述

し

た

よ

う

に

乗

船

者

名

簿

が

作

成
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、

正

確

な

乗

船

者

数

さ

え

把

握

し

て

い

な

か

っ

た

。

乗

船

者
数
が
違
え
ば
当
然
に
死
亡
者
数
も
変
動
す
る
。

ま
た
、

死

没

者

名

簿

自

体

の

作

成

の

経

緯

も

t-¥ 

Aヘ

- 1 4 -
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不
明
で
あ
り
、

正
確
性
に
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、

原
告
韓
世
烈
の
婚
約
者
と
そ
の

家
族
四
人
は
、

一
人
も
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

口

金
賛
汀
氏
は
著
書
「
浮
島
丸
釜
山
港
ヘ
向
か
わ
ず
」

に
お
い
て
、
施
設
部
関
係
以

例
え
ば
、

外
の
、

民
間
の
会
社
・
組
関
係
の
死
亡
者
に
関
し
て
、

こ

の

名

簿

に

記

載

が

あ

っ

た

の

は

地

崎

組
、
東
邦
工
業
、
菅
原
組
、
宇
佐
美
組
、

竹
内
組
、

佐
々
木
組
、
木
田
組
、
斎
藤
組
、

鉄
道
工

業

日
通
大
湊
支
庖
で
あ
る
が
、

加
藤
組
、
荻

そ
れ
以
外
に
も
瀬
崎
組
、
相
沢
組
、
小
柳
組
、

原

組

(

以

上

す

べ

て

大

間

鉄

道

関

係

)

が

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

、

大

間

鉄

道

建

設

工

事

に

は

少

な

く

と

も

三

O

O
人
の
朝
鮮
人
が
徴
用
さ
れ
て
い
た
の
に
、

一
人
の
死
亡
者
も
い
な
い
と
は
考

え
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
死
没
者
名
簿
に
よ
る
と
、

民
間
人
乗
船
者
は
八
九
七

又

名

で

あ

り

死

亡

者

は

一
四
名
と
な
っ
て
い
る
が
、

死
亡
者
の
内
訳
は
、
成
人
男
子
三
九
名
、

婦
女
子
七
五
名
で
あ
り
、

こ
の
成
人
男
子
の
内
三
六
名
は
日
通
大
湊
支
底
の
者
で
あ
る
。

そ
の

他
の
、

会
社
・
組
関
係
で
は
成
人
男
子
は
わ
ず
か
三
名
し
か
死
亡
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

死

没

者

名

簿

に

大

き

な

疑

問

を

投

げ

か

け

て

い

る

(
注
幻
)
。

- 1 5 -
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臼

死

亡

者

五

二

四

名

し
か
し
被
告
は
、

こ
の
事
故
直
後
の
見
解
を
今
日
ま
で
変
え
て
い
な
い
。

と

い

う

数

字

は

不

確

実

な

も

の

で

あ

り

、

遺

体

の

確

認

に

よ

り

死

亡

者

を

特

定

し

て

出

し

た

も

の
で
は
な
く
、

遺
体
を
数
え
た
も
の
で
さ
え
も
な
い
。

そ
の
後
の
船

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

体
か
ら
の
遺
骨
収
容
後
も
何
ら
の
変
更
も
な
か
っ
た
。

む

し

ろ

死

亡

者

五

二

四

名

の

数

字

に

収

容
遺
骨
の
数
を
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

収

容

さ

れ

た

遺

体

の

数

付

前

記

「
輸
送
艦
浮
島
丸
に
関
す
る
資
料
」

に
よ
れ
ば

「
遭
難
当
時
収
容
し
た
遺
体
は
当
時
旧

舞
鶴
海
兵
団
仮
埋
葬
地
に
埋
葬
し
て
あ
っ
た
の
で
、

こ

れ

を

昭

和

二

五

年

四

月

五

日

よ

り

同

月

一
二
日
の
開
発
掘
作
業
を
実
施
し
、

一
五
三
体
分
と
判
定
す
る
遺
体
を
収
容
火
葬
」

と
記
さ
れ

て
い
る

(
注
犯
)

一
九
八
五
年
の
京
都
新
聞
の
連
載
記
事
「
四

O
年
目
の
海
」

し
か
し
、

〔
一
四
〕

(
八
月
七
日
付
)

に
よ
る
と
、

二

名

の

海

兵

団

員

等

(

注

鈎

)

が

何

百

体

も

の

遺

体

の

火

葬

を

目

撃

し

て

い

る

。

地

元

の

人

達

の

話

(

注

m
w
)

に
よ
れ
ば
、

事

故

後

か

な

り

長

い

期

聞
に
わ
た
っ
て
相
当
多
数
の
遺
体
が
漂
着
し
た
と
い
う
。

そ
れ
ら
が
す
べ
て
仮
埋
葬
さ
れ
て
い

月ヘ

戸¥
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. 

戸~

た
と
は
考
え
難
い
。

口

同

資

料

等

に

よ

る

と

(
注
叫
)
浮
島
丸
の
船
体
引
上
げ
は
一
九
五

O
年
か
ら
五
二
年
に
か
け

て
飯
野
サ
ル
ベ
ー
ジ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

一
O
三

柱

の

遺

骨

を

収

容

し

た

と

こ

ろ

で

、

機

関

部

が
使
用
不
能
と
わ
か
り
、

作

業

が

中

断

さ

れ

て

い

る

。

結

局

船

体

引

上

げ

と

遺

骨

収

容

が

終

わ

っ
た
の
は
、

一
九
五
四
年

(
注
必
)
。
海
岸

O
月

で

あ

り

、

事

件

後

九

年

を

経

過

し

て

い

た

'

の

目

の

前

に

多

数

の

遺

骨

を

長

期

間

放

置

し

、

船

体

の

再

利

用

や

航

路

の

確

保

の

つ

い

で

に

や

っ

と

遺

骨

の

収

容

が

実

現

し

た

こ

と

自

体

、

被

告

の

浮

島

丸

事

件

の

被

害

者

に

対

す

る

非

人

間

的
な
対
応
を
余
す
こ
と
な
く
示
し
て
い
る
が
、

こ

の

よ

う

に

長

期

間

海

中

に

放

置

さ

れ

た

遺

体

の

数

が

正

確

に

判

定

さ

れ

た

と

は

と

う

て

い

考

え

難

い

(
注
必
)
。

5 

爆

発

の

原

因

H 

被

告

は

こ

れ

ま

で

と
繰
り
返
す
の
み
で
、

「
事
故
は
触
雷
に
よ
る
も
の
」

何
ら
の
調
査
も
し

て

い

な

い

。

船

体

引

上

げ

の

際

も

何

の

検

証

も

し

て

い

な

い

(
注
必
)
。
触
雷
と
断
定
す
る
に

足
る
証
拠
を
あ
げ
て
原
告
ら
に
説
明
し
た
こ
と
も
な
い
。

円

t

・



口

な
ぜ
舞
鶴
に
入
港
し
た
の
か
:
・
・
:
生
き
残
っ
た
も
の
た

一
路
朝
鮮
に
向
か
う
は
ず
の
船
が
、

ち

が

最

初

に

持

っ

た

疑

問

で

あ

る

。

徴

用

等

で

酷

使

さ

れ

た

あ

げ

く

の

爆

沈

で

あ

る

。

事

件

に

通

過

し

た

者

た

ち

は

当

然

に

、

日
本
人
に
や
ら
れ
た
。

「
帰
国
さ
せ

」
と
考
え
た
。

「
ま
た
、

る

と

い

っ

た

こ

と

自

体

が

う

そ

で

あ

り

、

当

初

か

ら

舞

鶴

で

爆

沈

さ

せ

る

計

画

で

は

な

か

っ

た
か
と
考
え
た
。

舞

鶴

入

港

の

理

由

に

つ

い

て

、

前

記

「
輸
送
艦
浮
島
丸
に
関
す
る
資
料
」

は

「
連
合
軍
の
航

行

禁

止

命

令

に

基

づ

く

中

央

か

ら

の

命

令

」

と
し
て
い
る
。
確
か
に
二
、

で
述
べ

(
四
〉

た
よ
う
に
、

二

四

日

一

八

時

以

降

の

航

行

禁

止

命

令

、

即

ち

大

海

令

五

二

号

は

出

て

い

た

。

か
し
こ
れ
は
二
一

日

発

令

で

あ

り

、

大

湊

警

備

府

は

こ

の

命

令

を

無

視

、

艦

長

に

も

知

ら

せ

ず

浮

島

丸

を

出

港

さ

せ

て

い

る

。

被

告

の

主

張

す

る

よ

う

に

、

『
中
央
か
ら
の
命
令
」

で
舞
鶴
に

入
港
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

浮

島

丸

に

直

接

そ

の

命

令

が

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

(
注
必
)

そ
れ
は
、

い
つ
、
誰
に
よ
る
、

ま
た
、

と

話

す

乗

組

員

も

数

名

い

る

。

出

港

に

強

硬

何
の
命
令
な
の
か
、

不

明

な

ま

ま

で

あ

る

(
注
必
)

「
舞
鶴
入
港
は
当
初
か
ら
の
予
定
で
あ
っ
た
。

L国・

t'-¥ 

ー

Fヘ

し
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声~

に

反

対

し

て

い

た

乗

組

員

た

ち

で

あ

る

(
注
幻
)
。

「
出
港
は
す
る
。

適

当

な

港

に

入

っ

て

復

員

す

る

計

画

を

し
か
し
、
朝
鮮
に
は
行
か
な
い
。

艦
長
、
航
海
長
、

(
野
沢
機
関
長
)

下
士
官
数
名
で
申
し
合
わ
せ
た
。

士
宮
、

L-

「
艦
橋
に
い
た
も
の
は
皆
承
知
し
て
い
た
」

(
斎
藤
上
等
兵
曹
〉

と

の

証

言

も

あ

る

乗

組

員

だ

け

で

な

く

、

朝

鮮

人

を

引

率

し

た

日

通

労

務

係

の

高

(
注
総
)

橋

嘉

一

郎

も

「
行
き
先
は
舞
鶴
と
聞
い
た
。

日
通
舞
鶴
支
庖
に
徴
用
工
を
渡
す
予
定
だ
っ
た
」

と

語

っ

て

い

る

(
注
羽
)
。

し
か
し
、

こ
の
計
画
は
暗
黙
の
も
の
で
あ
り
、

四

で

知

ら

な

い

乗

組

員

も

い

た

(
注
印
)

述
べ
る
よ
う
に
、

敗

戦

後

乗

組

員

の

統

制

は

乱

れ

、

情

報

は

混

乱

し

て

い

た

。

舞

鶴

入

港

の

理

由
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

臼

前
記
資
料
に
よ
れ
ば
、

「
浮
島
丸
は
無
通
告
に
て
入
港
し
た
」

と

あ

る

。

舞

鶴

防

備

隊

掃

海

指

揮

官

の

佐

藤

吾

七

も

と

述

べ

て

い

る

し
か
し
、

「
事
前
の
連
絡
は
な
か
っ
た
」

(
注
日
)

触

雷

の

危

険

性

を

熟

知

し

て

い

る

乗

組

員

が

、

無
通
告
で
入
港
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

N 
H 
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K 

「
爆
沈
」

「
手
旗
で
連
絡
、

航

路

掃

海

済

み

に

て

安

全

と

の

返

事

を

受

け

て

入

等
で
も
、

港

」

と

な

っ

て

い

る

(
注
臼
)
。

四

「
船
は
朝
鮮
に
は
着
か
な
い
。
爆
沈
す
る
。

』
と
の
噂
が
あ
っ
た

し
か
も
、
出
港
前
後
に

(
注
臼
)
。
事
実
、
朝
鮮
行
き
を
嫌
っ
た
乗
組
員
に
よ
る
機
関
部
爆
破
の
計
画
が
あ
っ
た
こ
と

が

明

ら

か

に

な

っ

て

い

る

(
注
日
)
。

よ
も
や
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
乗
船
し
た
が
、

は
現
実
と
な
っ
た
。
敗
戦
後
、

命

令

系

統

は

乱

れ

、

大

湊

出

港

前

に

数

名

の

兵

が

逃

亡

、

舞

鶴

ま
で
の
航
行
は
、
新
兵
の
古
参
兵
へ
の
リ
ン
チ
も
行
わ
れ
、

兵
は
動
揺
し
て
い
た

(
注
弱
〉
。

ま
た
、

一
部
の
乗
組
員
は
昼
間
か
ら
酒
を
飲
み
、

毛

布

や

衣

類

を

海

に

投

げ

捨

て

る

と

い

う

状

態

で

あ

っ

た

(
注
部
)
。
朝
鮮
人
を
安
全
に
帰
国
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
。

ffi) 

敗
戦
直
後
に
お
こ
っ
た
こ
の
事
件
は
韓
国
で
さ
ら
に
不
信
を
よ
ぴ
、

「
日
本
軍
に
よ
る
計
画

的
爆
殺
」

と

信

じ

ら

れ

た

。

東

亜

日

報

を

始

め

と

す

る

各

紙

が

浮

島

丸

事

件

の

疑

惑

に

つ

い

て

特
集
を
組
み
、

触

雷

説

に

対

し

て

次

の

よ

う

な

疑

惑

を

指

摘

し

た

同
じ
航
路
を
他

〈
注
訂
)
。

~ 

~ 

噂
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停¥

の

船

が

何

隻

も

航

行

し

て

い

る

の

に

浮

島

丸

だ

け

が

爆

発

し

た

。

〈
注
関
)
触
雷
の
際
に
必
ず

上

が

る

高

い

水

柱

が

目

撃

さ

れ

て

い

な

い

(
注
目
)
。
触
雷
な
ら
爆
発
音
が
一
度
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、

二、

二
度
聞
い
た
と
証
言
す
る
人
が
多
い

(
注

ω)
。

引

き

鋸

げ

ら

れ

た

船

体

の

破

壊

ロ

が

外

側

に

曲

が

っ

て

い

た

(
注
引
)
。

肉

韓

国

の

成

明

株

前

海

軍

参

謀

総

長

、

李

成

浩

元

海

軍

参

謀

総

長

も

一

九

八

五

年

、

月
刊
誌

「
新
東
亜
」

の
取
材
に
対
し

「
水
深
ニ

0
メ
ー
ト
ル
位
で
あ
れ
ば
、

水
柱
が
高
く
あ
が
る
は
ず
。

そ
れ
も
泥
ま
じ
り
の
水
柱
。

と
、
触
雷
の
可
能
性
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

'--

出

そ

の

他

に

、

韓

国

で

は

①

出

航

前

に

大

量

の

爆

薬

を

積

み

込

ん

だ

、

②

爆

発

前

に

乗

組

員

が

ボ

ー

ト

を

降

ろ

し

て

逃

げ

た

、

③

爆

発

前

に

甲

板

に

い

た

朝

鮮

人

を

船

底

に

降

り

る

よ

う

命

じ

た

、

③

朝

鮮

人

補

助

憲

兵

白

某

が

爆

薬

が

仕

掛

け

ら

れ

導

火

線

が

つ

い

て

い

た

の

を

目

撃

し

て

い
る
、

な

ど

の

事

実

が

自

爆

説

の

根

拠

と

し

て

主

張

・

報

道

さ

れ

て

い

る

。

被

告

資

料

に

よ

る

真

相

解

明

の

可

能

性

-
当
時
海
軍
施
設
部
に
徴
用
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
人
の
数
は
も
と
よ
り
海
軍
が
把
握
'
し
て
い
た
は
ず

-2. 1 -



で
あ
る
。

ま

た

、

戦

争

当

時

大

湊

で

民

間

の

会

社

が

請

け

負

っ

た

仕

事

は

全

て

軍

関

係

で

あ

り

、

食
糧
も
配
給
制
で
あ
っ
た
。

し

た

が

っ

て

、

被

告

の

保

有

す

る

資

料

に

よ

り

当

時

の

大

湊

の

朝

鮮

人
の
数
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

2 

ま
た
、
積
み
込
む
食
糧
・
水
の
関
係
か
ら
し
て
も
、

大
湊
警
備
府
参
謀
、
艦
長
、

副
長
、

主
計

長

ら

が

浮

島

丸

の

乗

船

予

定

者

数

を

把

握

し

て

い

な

か

っ

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

仮
に
そ
れ
が

記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、

現

在

で

も

そ

れ

を

知

る

生

存

者

が

い

る

は

ず

で

あ

る

注

m〉

C

3 

事

故

後

僅

か

一

週

間

で

死

没

者

名

簿

が

作

成

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

み

て

、

そ
の
元
に
な
る
乗

船
者
名
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
強
い
。

4 

一
九
五

O
年
、

浮

島

丸

の

船

体

引

揚

げ

の

際

、

横

須

賀

地

方

復

員

残

務

処

理

部

か

ら

舞

鶴

地

方

復

員

残

務

処

理

部

に

「
浮
島
丸
遭
難
者
に
つ
い
て

そ
の
写
し
は

(
通
知
〉
」

が
送
ら
れ
て
い
る
。

第

二

復

員

局

残

務

処

理

部

に

も

送

ら

れ

、

第

二

復

員

局

の

指

示

で

「
道
難
者
の
処
理
』

を
行
う
こ

と

が

記

さ

れ

て

い

る

(
注
閃
)
。

そ

の

後

同

復

員

局

よ

り

第

二

復

員

局

に

あ

て

た

通

知

(
注
悦
)

~ 

( 
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~ヘ

に
は
、
乗
組
員
の
現
状
に
つ
い
て
、

浮

島

丸

の

主

計

長

中

島

栄

よ

り

得

た

資

料

と

し

て

、

艦

長

以

下

準

士

官

以

上

の

住

所

が

判

明

し

て

い

る

旨

も

報

告

さ

れ

て

い

る

(
注
邸
)
。
す
な
わ
ち
、

こ
の

と
き
第
二
復
員
局
が
あ
る
程
度
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

5 

前
記
の

「
輸
送
艦
浮
島
丸
に
関
す
る
資
料
」

「
道
難
当
時
収
容
し
た
遺
体
一
七
五
、

に
よ
れ
ば
、

救

助

さ

れ

た

の

ち

死

亡

し

た

者

七

、

計

一

八

二

の

中

二

九

体

分

は

家

族

ま

た

は

知

人

に

よ

っ

て

遺

骨
が
持
ち
帰
ら
れ
、

残
り
の
一
五
三
体
が
仮
埋
葬
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」

と
あ
り

(
注
飴
)

一
九
五
三
年
当
時
に
事
件
当
時
の
記
録
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま

た

、

前

記

4
で
は

明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
乗
船
者
数
が
、

こ
の
間
に
何

こ
の
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ら
か
の
調
査
が
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

6 

以

上

の

資

料

は

被

告

が

所

持

す

る

は

ず

で

あ

り

、

大

湊

に

お

け

る

朝

鮮

人

の

人

口

、

乗
船
者
数
、

死

亡

者

数

は

被

告

に

お

い

て

容

易

に

調

査

し

う

る

可

能

性

が

高

い

。

ま

た

、

朝

鮮

人

送

還

の

決

定

か
ら
出
港
ま
で
の
経
過
、

舞
鶴
入
港
の
経
緯
に
つ
い
て
も
、

証

言

者

が

生

存

す

る

今

な

ら

調

査

可

能

で

あ

る

。

触

雷

の

可

能

性

に

つ

い

て

も

、

機

雷

関

係

の

専

門

家

の

意

見

を

徴

す

る

な

ど

、

被

告

- 2 3 -



に

お

い

て

調

査

し

う

る

余

地

が

あ

る

。

7 

し

か

る

に

、

本

件

提

訴

の

翌

日

、

厚

生

省

を

訪

れ

た

原

告

ら

に

対

し

、

「
死
没
者
名
簿

係

官

は

以

外

の

資

料

は

な

い

。

名

簿

作

成

の

経

緯

も

不

明

。

」

と

説

明

し

て

い

る

。

要

す

る

に

死

没

者

名

簿

が

ポ

ツ

ン

と

残

さ

れ

た

だ

け

で

、

後

は

何

も

分

か

ら

な

い

と

い

う

の

で

あ

る

(
注
前
)

被

告

は

本

件

訴

訟

の

過

程

に

お

い

て

、

か

か

る

不

誠

実

な

態

度

を

改

め

、

資

料

を

開

示

し

、

査

を

行

い

、

真

相

解

明

に

努

力

す

べ

き

で

あ

る

。

第

創

氏

改

名

に

つ

い

て

被

告

は

創

氏

改

名

に

つ

い

て

「
右
改
正
は
、
朝
鮮
在
来
の

の
制
度
を
消
滅
さ
せ
ず
に
、

『
姓
』

治

コ

二

年

内

地

民

法

(

旧

民

法

〉

に

い

う

氏

制

度

を

依

用

し

て

、

朝

鮮

の

家

に

そ

の

称

号

で

あ

る

『
氏
』

を
新
た
に
設
定
せ
し
め
、

同

時

に

朝

鮮

人

に

内

地

式

の

氏

を

称

す

る

途

を

聞

い

た

も

の

で

あ

っ
た
。

と

主

張

す

る

(
被
告
第
一
一
準
備
書
面
第
四
頁
)
。

L-

創

氏

改

名

は

、

法

制

と

し

て

は

一

九

三

九

年

一
月
一

O
日

制

令

一

九

号

「

朝

鮮

民

事

令

中

改

正

，--..， 

~ 

調
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ノ
件
」

と
同
第
二

O
号
「
朝
鮮
人
ノ
氏
名
に
関
ス
ル
件
」

か

ら

成

り

立

っ

て

い

た

。

前

者

は

内

地
」
式
の
氏
制
度
を
朝
鮮
に
も
創
設
す
る
こ
と
、

氏
は
戸
主
が
決
定
し
届
け
出
る
こ
と
、

届

出

の

無

い
場
合
に
は
従
来
の
姓
が
そ
の
ま
ま
氏
と
な
る
こ
と
、

異

姓

の

者

の

聞

の

養

子

縁

組

を

認

め

る

こ

と

が

規

定

さ

れ

、

後

者

は

天

皇

の

氏

名

等

や

自

己

の

姓

以

外

の

姓

を

氏

と

す

る

こ

と

を

禁

止

し

て

い

た

。

確
か
に

「
氏
」

創

氏

改

名

は

の
制
度
を
消
滅
さ
せ
た

「
姓
」

は
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、

「
姓
」

と

も
の
で
は
な
い
。

し

か

し

、

従

来

は

人

の

呼

称

と

し

て

用

い

ら

れ

て

い

た

姓

は

戸

籍

の

「
本
貫
及

姓

の

欄

に

お

し

こ

め

ら

れ

、

姓

に

代

わ

っ

て

氏

が

人

の

呼

称

と

し

て

用

い

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

し
た
が
っ
て
、

日

常

生

活

の

レ

ベ

ル

で

み

る

と

が

創

設

さ

れ

た

に

等

「
姓
」

が

廃

止

さ

れ

て

「
氏
」

し
い
結
果
と
な
っ
た
。

四

前
記
の
制
令
一
九
号
に
よ
れ
ば
、

日

本

式

の

氏

の

届

出

は

強

制

で

氏
の
創
設
は
強
制
で
あ
っ
た
。

は

な

い

が

、

朝

鮮

式

の

姓

を

氏

と

し

て

届

出

る

こ

と

は

許

さ

ず

、

届

出

を

し

な

い

ば

あ

い

に

旧

来

の

姓

が

そ

の

ま

ま

氏

と

な

る

建

前

に

な

っ

て

い

た

。

し

た

が

っ

て

、

氏

設

定

屈

を

す

る

場

合

は

す

べ

て

日

本

式

の

氏

が

創

設

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

、

法

自

体

が

日

本

式

の

氏

の

創

設

を

誘

導

し

て

い

た

の

で

-2 5 -



点
一
マ
ヲ
匂
。

ま

た

、

制

令

二

O
号

二

条

は

正

当

事

由

の

あ

る

場

合

に

氏

名

の

変

更

を

許

可

す

る

と

し

て

い

る
が
、

日

本

式

の

氏

名

へ

の

変

更

は

そ

れ

自

体

正

当

事

由

が

あ

る

と

解

釈

さ

れ

、

朝

鮮

式

か

ら

日

本

式

へ

の

一

方

通

行

の

氏

名

の

変

更

が

勧

め

ら

れ

た

。

し
か
も
、
制
令
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

左
の

よ

う

な

手

段

に

よ

り

事

実

上

の

強

制

が

行

わ

れ

た

。

(

文

定

昌

「

軍

国

日

本

朝

鮮

強

占

三

十

六

年

史

、._./

① 

創

氏

し

な

い

者

の

子

弟

に

対

し

て

は

各

級

学

校

へ

の

入

学

進

学

を

拒

否

す

る

。

② 

創
氏
し
な
い
児
童
に
対
し
て
、

日
本
人
教
師
は
理
由
も
な
く
叱
責
・
殴
打
し
、

児

童

を

し

て

父

母
に
哀
訴
さ
せ
創
氏
さ
せ
る
。

③ 

創
氏
し
な
い
者
は
、

ま
た

公

私

を

間

わ

ず

、

総

督

府

関

係

の

機

関

に

い

っ

さ

い

採

用

し

な

い

、

現

職

者

も

漸

次

罷

免

措

置

を

と

る

。

④ 

創

氏

を

し

な

い

者

に

対

し

て

は

行

政

機

関

で

行

う

全

て

の

事

務

の

取

扱

を

し

な

い

。

⑤ 

創

氏

し

な

い

者

は

非

国

民

ま

た

は

不

逗

鮮

人

と

断

定

し

て

、

査

察

・

尾

警
察
手
帳
に
記
入
し
、

行
な
ど
を
徹
底
的
に
す
る
と
と
も
に
、

あ

る

い

は

優

先

的

に

労

務

徴

用

の

対

象

と

し

た

り

、

食

糧

~ 

月ヘ

-2 6 -
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~、

そ
の
他
物
資
の
配
給
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

⑥ 

創

氏

を

し

な

い

者

の

名

前

の

書

か

れ

て

い

る

荷

物

は

鉄

道

局

や

丸

星

運

送

庖

(

日

本

通

運

)

取
り
扱
わ
な
い
。

五

こ
う
し
て
、
朝
鮮
人
の
約
八
割
が
や
む
な
く
創
氏
の
届
出
を
行
い
、

日
本
式
の
氏
名
で
呼
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

創

氏

改

名

の

政

策

は

朝

鮮

人

に

は

「
民
族
の
名
前
の

し
た
が
っ
て
、

剥
奪
と
日
本
式
の
名
前
の
強
制
」

と
理
解
さ
れ
、

そ
の
よ
う
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

--L-
ノ、

ま

た

、

創

氏

改

名

に

よ

り

父

系

血

族

の

名

称

で

あ

る

姓

が

人

の

呼

称

と

し

て

用

い

ら

れ

な

く

な

り

、

同

時

に

朝

鮮

の

伝

統

的

な

父

系

血

族

集

団

の

習

慣

に

反

す

る

異

姓

養

子

が

認

め

ら

れ

た

。

こ
れ
は
、

「
朝
鮮
の
家
に
そ
の
称
号
で
あ
る

を
新
た
に
設
定
せ
し
め
」

『
氏
』

と
い
う
よ
り
、

天
皇
制
の
構
成

単

位

で

あ

る

日

本

式

の

「
家
」
制
度
自
体
を
創
投
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

七

こ
の
時
期
に
日
本
が
創
氏
改
名
を
断
行
し
た
動
機
は
、
朝
鮮
で
の
徴
兵
制
度
の
施
行
を
控
え
、

朝

鮮

民

族

の

名

前

を

も

っ

兵

士

の

存

在

を

回

避

す

る

こ

と

に

外

な

ら

な

か

っ

た

。

し
か
し
、
朝
鮮
総
督

府

は

、

創

氏

改

名

は

「
半
島
人
の
真
撃
且
熱
烈
な
要
望
に
謝
え
て
半
島
人
が
法
律
上
内
地
式
の

ー司

で

- 2 7 -



第

氏
』
を
稽
ヘ
得
る
途
を
拓
い
た
」

「
氏
制
度
の
解
説
」

、..;

と
、
ま
る
で
皇
国

(
朝
鮮
総
督
府
法
務
局

臣

民

化

の

希

望

に

燃

え

る

朝

鮮

人

に

対

す

る

恩

恵

で

あ

る

か

の

よ

う

に

宣

伝

し

た

の

で

あ

る

。

J¥ 

戦
後
五

O
年

を

経

ょ

う

と

す

る

今

日

に

お

い

て

、

被

告

が

強

制

を

恩

恵

と

言

い

く

る

め

る

当

時

の

朝

鮮

総

督

府

の

説

明

を

そ

の

ま

ま

自

己

の

言

葉

と

し

て

使

用

し

て

い

る

こ

と

に

原

告

ら

は

驚

き

を

禁

じ

え

ず

、

植

民

地

・

戦

争

被

害

に

対

す

る

謝

罪

と

賠

償

の

実

現

の

必

要

性

を

改

め

て

痛

感

す

る

も

の

で
あ
る
。

求

釈

明

に

対

す

る

答

弁

被
告
は
、

原

告

ら

が

か

つ

て

使

用

し

て

い

た

日

本

名

を

明

ら

か

に

せ

よ

と

求

め

て

い

る

。

朝

鮮

人

が

民

族

の

名

前

を

奪

わ

れ

た

苦

痛

に

対

し

前

記

の

よ

う

に

無

理

解

・

無

反

省

な

ま

ま

、

被

告

が

か

か

る
要
求
を
行
う
こ
と
に
、
原
告
ら
は
激
し
い
憤
り
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、

原
告
ら
が
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
主
要
な
目
的
は
、

原

告

ら

の

肉

原
告
ら
を
苦
し
め
、

親

の

生

命

を

奪

っ

た

浮

島

丸

事

件

の

真

相

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

に

あ

る

。

そ
こ
で
、

原
告
ら
の
か

戸‘¥

戸ヘ
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戸ヘ

-・

戸島、

っ

て

使

用

さ

せ

ら

れ

て

い

た

日

本

名

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

が

真

相

解

明

に

多

少

と

も

資

す

る

で

あ

ろ
う
こ
と
を
期
待
し
、

あ
え
て
被
告
の
求
釈
明
に
答
え
る
こ
と
に
す
る
。

-
-
r
'
-
J

、

J
I
J
J

，i、

原

告

ら

や

そ

の

肉

親

が

使

用

さ

せ

ら

れ

た

日

本

名

は

単

一

で

あ

る

と

は

限

ら

な

い

。

関

東

大

震

災

時

の

朝

鮮

人

虐

殺

以

降

、

多

く

の

在

日

朝

鮮

人

は

差

別

を

避

け

、

生

命

を

守

る

た

め

に

日

本

名

を

用

い

て

い

た

し

、

強

制

連

行

さ

れ

て

き

た

労

働

者

は

、

飯

場

毎

に

「
相
模
」

や

「
河
内
」
等

の
勝
手
な
名
字
を
つ
け
ら
れ
、

各
人
は

二
郎
」

「
二
郎
」

「
三
郎
」

と
呼
ば
れ
る
な
ど
、

全

く

朝

鮮

人

の

人

格

を

無

視

し

た

日

本

名

が

用

い

ら

れ

た

こ

と

が

知

ら

れ

て

い

る

。

こ
う
し
た
日
本
名
は
も

と
よ
り
創
氏
名
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

原

告

ら

の

記

憶

し

て

い

る

日

本

名

も

被

告

の

所

持

す

る

記

録

の

日

本

名

と

必

ず

し

も

一

致

す

る

も

の

で

は

な

い

と

思

わ

れ

る

。

か
か
る
意

味
で
も
、

「

被

告

が

所

持

す

る

浮

島

丸

沈

没

の

被

害

者

た

る

者

に

関

す

る

資

料

」

自

体

の

開

示

を

改

め
て
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

四

原
告
ら
の
使
用
さ
せ
ら
れ
て
い
た
日
本
名
は
、

現

在

判

明

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

は

左

の

通

り

で

あ

る

-2 9 -







注注

海
野
福
寿
・
権
丙
卓
「
恨

l

朝
鮮
人
軍
夫
の
沖
縄
戦
」

河
出
書
房
新
社
一
九
八
七
年
P
二
二
一

内
海
愛
子
・
村
井
吉
敬
「
赤
道
直
下
の
朝
鮮
人
叛
乱
」

勤
草
書
房
一
九
八

O
年
P
三
四

厚

生

省

援

護

局

「
続
々
・
引
揚
援
護
の
記
録
」

① 

浮

島

丸

殉

難

者

追

悼

実

行

委

員

会

「
浮
島
丸
事
件
の
記
録
」

か
も
が
わ
出
版
一
九
八
九
年

(
以
下
『
記
録
』

p
一
四
一
に
収
録
さ
れ
た

と
題
す
る
資

「
浮
島
丸
死
没
者
名
簿
」

と
い
う
)

料

「
横
人
第
八
五
競
の
コ
二
五

O
」

で
あ
り
、

昭
和
二
五
年
二
月
一
五
目
、

こ
れ
は
公
式
に
は

横
須
賀
地
方
復
員
残
務
処
理
部
か
ら
舞
鶴
地
方
復
員
残
務
処
理
部
に
あ
て
の

「
浮
島
丸
遭
難
者

に
つ
い
て

(
通
知
)
」

こ
の
通
知
に
、

一
九
四
五
年
九
月
一
日
付
大
湊

で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

海
軍
施
設
部
長
名
の
死
亡
認
定
書
、

死
没
者
名
簿
、

郡
守
あ
て
軍
属
死
亡
の
件
通
知
(
写
〉
が

あ
り
、

死
亡
者
五
二
四
名
と
な
っ
て
い
る

一
五
九
)
。
浮
島
丸
の
第
一
次
船

(
同

p
一
四
四
、

体
引
揚
げ
が
決
定
し
た
の
は
、

こ
の
通
知
が
曲
さ
れ
る
直
前
の
二
月
二
日

(
同

P
三
五
)
、
引

揚
げ
開
始
は
三
月
二
ニ
目
。

こ
の
間
在
日
朝
鮮
人
か
ら
の
抗
議
も
あ
り
、

船
体
引
揚
げ
に
備
え

て
資
料
を
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
一
九
五
三
年
一
二
月
第
二
次
船
体
引
揚
げ
の

.~ 

( 

司.
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注
3 

注

4 
注注

~ 

戸~

際
、
抗
議
の
座
り
込
み
を
し
た
朝
鮮
民
族
解
放
救
援
会
に
援
護
局
が
前
記
通
知
を
呈
示
、
本
書

に
収
録
さ
れ
た
原
本
は
、

五
)

そ
れ
を
ガ
リ
版
刷
り
に
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

② 

『
記
録
』

p
三

O
に
収
録
さ
れ
た

「
昭
和
二
八
年
一
二
月

輸
送
艦
浮
島
丸
に
関
す
る
資

料第
二
復
員
局
残
務
処
理
部
用
築
に
タ
イ
プ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
成
者
、

(
同

p
一
三

提
出
先
の
記
述

は
な
い
。
作
成
の
時
期
か
ら
考
え
て
、
第
二
次
船
体
引
揚
げ
に
備
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
記
録
』

p
一
四
二
、

p
一
四
三

p
三
一
、

『
記
録
』

P
二
五
、

P
二
三
、

大
阪
新
聞
一
九
五
三
年
一
二
月
七
日
、

国
際
新
聞
一
九
五
四
年
一

O
月
九
日

『
記
録
』

p
一
四
三

光
州
日
報
一
九
九
二
年
二
月
八
日
、
永
岡
新
聞
一
九
九
二
年
二
月
三
日
/
九
日
、

二

月

一

七

日

/

二
三
目
、
朝
鮮
日
報
一
九
九
二
年
二
月
九
日
、

y
n
n
n
u
Q
M
 

(
韓
国
国
営
)
放
送
一
九
九
二
年
二
月

-3 3 -





戸~

戸除、

注
13 

N
H
K
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

「
爆
沈
」

七
七
年
八
月
一
三
日
放
送

大
阪
毎
日
放
送

「
浮
島
丸
釜
山
港
へ
向
か
わ
ず
」

八
四
年
八
月
放
送

京
都
新
聞
八
五
年
七
月
二
四
日
か
ら
の
一
五
団
連
載
「
四
十
年
目
の
海

浮
島
丸
爆
沈
」
、
九
一

年
八
月
十
六
日
夕
刊

九
二
年
一
月
二
回
目
、

八
月
一
目
、

九
二
年
八
月
十
日
か
ら
十
五
団
連
載

「
裁
か
れ
る
海

浮
島
丸
四
七
年
目
の
夏
」

八
月
一
五
日
、

二
五
目
、
ニ
六
日

(
社
説
)

朝
日
新
聞
九
一
年
八
月
十
日

九
二
年
一
月
二
回
目
、

二
六
日
、

二
五
日

八
月
一
回
目
、

読
売
新
聞
九
二
年
一
月
二
六
日
、

五
月
一
九
日
、

八
月
二
五
日

毎
日
新
聞
九
二
年
一
月
二
六
日
、

八
月
二

O
目
、

二
回
目
、

二
五
日

デ

l
リ

l
東
北
、
神
奈
川
、
埼
玉
、
大
分
合
同
、
宮
崎
日
日
等
九
二
年
八
月
一
八
日

ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ス
九
二
年
八
月
一
九
日
、

信
濃
毎
日
新
聞

九
二
年
八
月
二
一
日

日
本
経
済
新
聞

九
二
年
八
月
二
五
日

九
二
年
八
月
二
五
、
六
日
地
方
紙
各
紙
、
東
奥
田
報
、
山
形
、
下
野
、

上
毛
、
信
濃
毎
日
、
岐
阜
、

河
北
、
山
陰
中
央
、
山
陽
、
中
園
、
徳
島
、
佐
賀
、
大
分
合
問
、
南
日
本
、
宮
崎
日
日
な
ど

- 3 5 -



注
13 

注
14 

注
15 

注
16 

注
17 

下

野

新

聞

九

二

年

八

月

二

八

日

八

月

二

九

日

徳

島

新

聞

N

H

K
ア
ジ
ア
マ
ン
ス
リ
ー

九

二

年

六

月

一

八

日

放

送

V
A
n
u
Q
U
 

(
京
都
テ
レ
ビ
)

「
浮
島
丸
事
件
解
説
」

九

二

年

八

月

二

五

日

放

送

N

H

K

 
発
信
基
地

「
四
七
年
目
の
訴
え
」

九

二

年

八

月

二

六

日

放

送

菅

谷

耕

次

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
取
材
メ
モ

号

「
浮
島
丸
の
爆
沈
」

季
刊

「
三
千
里
」

九

七

七

年

p
一
二
回

朴

慶

植

「

朝

鮮

人

強

制

連

行

の

記

録

」

未

来

社

一

九

六

五

年

P
五
七

内
務
省
調
査
に
よ
る
も
の

朴

慶

植

「

日

本

帝

国

主

義

の

植

民

地

支

配

・

下

」

青

木

書

底

一
九
七
三
年

p
三
三

第
八
五
、

八

六

帝

国

議

会

説

明

資

料

、

特

高

月

報

に

よ

る

も

の

菅

谷

前

掲

書

p 

九

前

掲

N

H

K

「
爆
沈
」

菅

谷

前

掲

害

P
一
二
一

大

湊

警

備

府

参

謀

清

水

少

佐

談

「
敗
戦
の
こ
ろ
、

北

の

ほ

う

は

飢

餓

状

態

が

続

い

て

い

た

。

こ
れ
で
は
ま
ず
い
と
、

と
に
か
く
朝

鮮

人

を

早

く

帰

す

こ

と

が

決

ま

っ

た

。

大

湊

警

備

府

所

属

の

大

き

な

船

は

、

浮
島
丸
し
か
残
っ
て

戸ヘ

~ 

- 3 6 -



い
な
か
っ
た
。

同

p
一
二
二

た
。
。

一

金
前
掲
書

注

18 

菅

谷

前

掲

書

p

一

，....." 

一

~、

「

鳥

海

艦

長

は

出

港

命

令

は

、

大

湊

警

備

府

の

単

独

命

令

だ

っ

た

こ

と

を

証

言

し

p

一C
四

一
九
、

「

乗

組

員

が

命

令

に

服

さ

な

い

の

で

、

か

の

選

択

を

迫

っ

た

。

前

掲

N
H
K

化

一

四

号

金

前

掲

書

一
一
爆
沈
」

下
北
文
化
社

p
五
五
、

五
六

く

乗

組

員

P

一
三
一

i
、

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

，ぇ」

シ

ナ

リ

オ

抄

七
九
年
) 前

記

清

水

少

佐

談

法

務

官

を

同

行

し

、

軍

法

会

議

に

か

け

る

か

、

出

港

す

る

(
秋
元
良
治
「
そ
の
後
の
浮
島
丸
事
件
追
及
」
下
北
文

p

一0
1

抗

命

H

復

員

急

ぐ

乗

組

員

p

一
五

i
、

謀

議

H

出

港

問

止

に

動

〔

6
〕

、

前

掲

ロ

京

都

テ

レ

ビ

、

前

掲

ロ

N
H
K
「
四
七
年
目
の
訴

-3 7 -



注
19 

金

前

掲

書

p
一
四
七

i
五
O
、
前
掲
「
爆
沈
」

シ
ナ
リ
オ

P

一
五
、
菅
谷
前
掲
書

P

一
二
四

「
大
海
令
第
五
二
号

軍

令

部

総

長

豊
田
副
武

昭
和
二

O
年

八

月

二

一

日

奉
勅

-

(

占

ハ

)

八

月

二

四

日

一

八

O

O
以

後

特

ニ

定

ム

ル

モ

ノ

ノ

外

航

行

中

以

外

ノ

艦

船

ノ

航

行

ヲ

禁

止
ス

大

海

令

は

即

刻

電

報

に

よ

っ

て

各

鎮

守

府

、

警

備

府

に

伝

え

ら

れ

る

天

皇

の

命

令

。

第

五

二

号

(

占

ハ

)

二

O
日

マ

ニ

ラ

に

お

い

て

日

本

代

表

に

手

交

さ

れ

た

連

合

軍

要

求

書

第

三

号

「

一

は

(

ロ

)

日
本
国
に
属
し
又
は
、

日

本

国

の

支

配

下

に

あ

る

一

切

の

種

類

の

陸

海

軍

及

び

民

間

の

艦

船

に

し

て

日

本

国

領

海

内

に

あ

る

も

の

は

、

連

合

国

最

高

司

令

官

の

追

っ

て

命

令

す

る

迄

、

之

を

段

損

す

る

こ

と

な

く

保

存

す

べ

く

、

又

現

に

進

行

中

の

航

海

以

外

に

一

切

移

動

せ

ざ

る

も

の

と

す

。

. 
‘ー-

に
基
づ
く
も
の
。

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

〔

7
〕

二

一

日

付

大

海

令

第

五

二

号

で

は

、

連

合

軍

の

日

本

進

駐

地

域

、

横

須

賀

、

鹿

屋

、

厚

木

の

武

装
解
除
、

ニ

二

日

付

大

海

令

第

五

三

号

で

は

、

進

駐

地

域

外

の

武

装

解

除

が

発

令

さ

れ

た

又

ニ

ニ

. 
ー

~ 

戸ヘ
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注

20 

注

21 

~ 

.

4

2

・

伶¥

日

に

は

、

大

海

指

(

大

本

営

海

軍

部

指

示

・

豊

田

副

武

軍

令

部

総

長

か

ら

各

司

令

長

官

あ

て

命

令
)
第
五
五
三
号

「
八
月
二
四
日
一
八

O

O
以
降
、

現

に

航

海

中

の

も

の

の

外

艦

船

の

航

行

を

禁
止
す
。

但

し

東

京

湾

内

に

於

い

て

横

須

賀

軍

港

の

兵

力

移

動

用

艦

船

船

舶

の

航

行

は

差

し

支

え

な
き
も
の
と
す
」

が

発

令

さ

れ

た

前

掲

N

H

K
一
一
爆
没
」

大
湊
警
備
府
参
謀
清
水
少
佐
談

菅

谷

前

掲

書

p

-
す
で
に
期
限
を
決
め
て
、

一
0

0
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
航
行
禁
止
が
出
る
こ
と
を
知
、
り
さ
れ
て

い
た
。
事
は
急
を
要
し
た
。

』ー・

同

p
一
二
二

鳥

海

艦

長

談

「

救

助

さ

れ

て

舞

鶴

鎮

守

府

に

出

頭

し

た

と

き

、

初

め

て

連

合

軍

か

ら

航

行

禁

止

の

指

令

が

出

て

い
る
こ
と
を
知
'
り
さ
れ
た
。

前
掲
「
爆
沈
」

シ
ナ
リ
オ

p
一
六

金

前

掲

香

P

一
七
八

副

長

兼

航

海

長

・

倭

島

定

雄

大

尉

「
大
海
令
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」

前

掲

N

H

K

「
爆
沈
」
、
菅
谷
前
掲
香

P
一

一
九

1
二

一

、

金

前

掲

書

p
九
八

i
一
O
八
、

四
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22 
注
ね

注

24 
注
25 

注
26 

注

27 
注

28 
注

29 
注

30 
注
31 

一一一{
3

四
六
、

前
掲
「
爆
沈
」

前
掲

N

H

K

前
掲

N

H

K

前
掲
京
都
新
聞
八
五
年
連
載
〔

6
}

シ
ナ
リ
オ

p
一
六

菅

谷

前

掲

書

P

「
爆
沈
」
、
菅
谷
前
掲
書
P

二
二

一
.
爆
沈
」
、
菅
谷
前
掲
書
P
一
二
二

金
前
掲
書

p
九
九
、

一O
八

前
記
清
水
少
佐
(
艦
船
修
理
、

船
舶
徴
用
、

燃
料
確
保
担
当
の
機
関
参
謀
)
、

金
前
掲
書
P
一
三
八

i
一
四

前
掲

N

H

K

金
前
掲
書
P
一

前
掲
「
爆
沈
」

『
記
録
』

「
爆
沈
」
、
菅
谷
前
掲
書
P
一

一
九

i
一
二

O
、
大
湊
農
業
会
副
会
長
伊
勢
広
太
郎

四
三

i
六
、

生
存
者
金
東
経
、
李
英
出
、
前
掲
京
都
新
聞
九
二
年
連
載
こ
ニ
〕

シ
ナ
リ
オ

P

一

三

、

菅

谷

前

掲

書

P

p
三

O

金
前
掲
害

p
二
六

-
i
六

『
記
録
』

『
記
録
』

『
記
録
』

P
二
三

p
一
四
二

P
一
四
四

i
六
四

~ 

戸、¥
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32 
注

33 
注

34 
注
35 

注

36 
注
31 

注

38 
注
39 

注

40 
注

41 

『
記
録
』

p
一
四

金

前

掲

書

p
三
三

『
記
録
』

金

前

掲

書

前

掲

N

H

K p
六
八

~ 

. 
.... 

/ーー、

P
二
七
六

i
九

「
爆
沈

金

前

掲

香

P

一

七

O

金

前

掲

書

『
記
録
』

長

谷

川

是

二

二

等

兵

曹

斎

藤

恒

次

上

等

兵

嘗

長

谷

川

是

二

二

等

兵

曹

p
二

六

九

i
二

七

四

「
爆
沈
」

金

前

掲

書

P
ニ

O
四

p
三
五

p
三
五

i
三
八

舞

鶴

海

兵

団

主

計

前

野

誠

造

、

村

井

清

一

、

千

歳

区

長

竹

内

義

一

「
湾
口
一
杯
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
の
お
び
た
だ
し
い
数
」

地

元

の

梅

垣

氏

、

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

〔

3
〕

〔
は
〕

前

掲

N
H
K

『
記
録
』

金

前

掲

書

P
二

七

六

i
二

八

二

(

朝

日

新

聞

大

阪

版

一

九

五

O
年
二
月
一

O
日

p
ニ

七

六

、

京

都
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注

42 
注

43 
注
44 

注

45 
注
46 

新
聞
周
年
三
月
一
四
目
、

p
二
七
八
、

二
八

O
〉

三

O
日

『
記
録
』

p
二
三

大
阪
新
聞
一
九
五
三
年
一
二
月
七
日

『
記
録
』

国
際
新
聞
一
九
五
四
年
一

O
月
九
日

p
ニ占ハ

金
前
掲
書
P
二
八
二

1
二
八
七

前
掲

N

H

K

「
爆
沈
」

元
舞
鶴
地
方
援
護
局
次
長
・
池
田
敦
郎
(
金
前
掲
書

P
ニ
九
一
)

「
大
腿
骨
が
二
本
あ
れ
ば
一
体
、
大
腿
骨
に
頭
蓋
骨
が
そ
の
辺
に
こ
ろ
が
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
一

体
と
分
か
り
ま
す
。
:
・
・
:
そ
う
や
っ
て
朝
鮮
の
人
五
二
四
体
を
・
:
:
・
実
際
に
は
分
か
ら
な
い
の
だ

が

(
確
認
し
た
。
、..J

~ 

金
前
掲
書
P
二
八
七
、

二
九
四
、
菅
谷
前
掲
書
P
一
二
四

前
掲
京
都
新
聞
九
二
年
連
載
〔

5
〕

前
掲
京
都
テ
レ
ビ

「
二
四
日
に
突
然
の
入
港
命
令
の
電
報
が
入
っ
た
」

倭
島
航
海
長
(
前
掲

と
説
明
す
る
の
は
、

「
爆
沈
」

シ
ナ
リ
オ

p
一
五
)

鳥
海
艦
長
(
菅
谷
前
掲
書
P
一
二
二
〉

金
前
掲
害
P
一
八

「
一
防
衛
庁
戦
史
資
料
室
の
無
電
関
係
資
料
綴
り
に
は
、

該
当
電
報
は
な
い
」

~ 

h
-
-
-
=
 

~ 

. 
ー
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47 
注
48 

注
'49 

注

50 
注
51 

注
52 

注

53 

;:-ヘ

.. 

・
事
・
・

f#A.， 

金

前

掲

書

P
五
八
国
藤
八
郎
上
等
兵
曹
、

P

一
五
一
木
元
与
市
上
等
兵
曹
、

P

一
五
三
斎
藤
恒
次

上
等
兵
曹
、

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

{
7
〕

主

計

兵

酒

井

佐

吉

前
掲
「
爆
沈

シ
ナ
リ
オ

p
一
五
、

菅

谷

前

掲

書

P

一

二

二

、

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

〔

7
〕

金

前

掲

書

P

一
五
三
、

一
六
四

i
六

前
掲
「
爆
沈
」

シ
ナ
リ
オ

P

一

四

、

菅

谷

前

掲

香

P

一

二

O

金

前

掲

書

P

一
六
六

i
八

航
海
士
・
回
寺
伸
彦
中
尉
、

長
谷
川
固
定
二
二
等
兵
曹

『
記
録
』

p
四
八

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

〔

8
〕

乗

組

員

横

坂

卓

次

信

号

長

も

同

様

の

証

言

菅

谷

前

掲

書

p

一
七

金

前

掲

書

P

一
八
回
、

P

一
八
八

i
九

航

海

長

操

舵

長

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

〔

1

1
〕

な
お
こ
の
噂
を
主
張
す
る
の
は
朝
鮮
人
生
選
者
だ
け
で
は
な
い
。
前
掲

N
H
K
「
爆
沈
」

で
、
朝

鮮

人

を

引

率

し

た

日

通

労

務

係

高

橋

嘉

一

郎

、

大

湊

農

業

会

副

会

長

伊

勢

広

太

郎

も

語

っ

て

い

る

。

~ヨE
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54 
注

55 
注
56 

注

5i 
注

58 
注

59 
注

60 

(
シ
ナ
リ
オ

P

一
四
，

菅

谷

前

掲

書

P

一
二

O
)

前
掲
「
爆
沈
」

シ
ナ
リ
オ

P

一
二
神
定
雄
上
等
兵
曹
談
、

シ
ナ
リ
オ

p
一

三

、

菅

谷

前

掲

書

p
一

二

二

、

金

前

掲

書

p
一
二

O

野

沢

機

関

長

談

P

一

回

二

i
三

前
掲
「
爆
沈
」

シ
ナ
リ
オ

p
一
二
、

外

崎

善

二

郎

二

等

兵

曹

談

、

金

前

掲

書

p
五
六
、

七

甲

板

班

長

・

国

藤

八

郎

上

等

兵

曹

是

ニ

二

等

兵

曹

操

舵

長

斎

藤

恒

次

上

等

兵

曹

原

告

等

生

存

者

証

言

金

前

掲

香

P
五

七

i
八

、

前

出

国

藤

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

〔

7
〕

機

関

上

等

兵

富

山

栄

一

同

p
一
七
一

i
一
七
三

長

谷

川

P
一
七
三

i
五

一

九

八

五

年

二

月

二

一

日

東

亜

日

報

こ

こ

で

指

摘

し

て

い

る

疑

惑

は

日

本

の

報

道

関

係

等

も

指
摘
し
て
い
る
。

菅

谷

前

掲

書

P
一

一
七
、

金

前

掲

書

P
一
八
八

金

前

掲

書

P
一
八
九
、

二

三

八

1
二
四
七
、

二

四

四

前

掲

京

都

新

聞

八

五

年

連

載

〔

2

『
記
録
』

p
二
七
、

〔
日
〕

~ 

-
B
 

.
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国

際

新

聞

一

九

五

四

年

一

O

~ 
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61 
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62 

注

63 
注

64 
注

65 
注

66 
注
67 

. 
月

九

日

~ 

-ea---g 

4・h

一
九
五
四
年
一

O
月

、

在

日

朝

鮮

人

を

中

心

と

す

る

浮

島

丸

事

件

真

相

調

査

団

に

よ

り

撮

影

さ

れ

た

浮

島

丸

船

体

の

破

断

口

の

写

真

『
記
録
』

p
二
五

i
二
七
、

金
前
掲
書

p
二
九
三
、

前
掲
京
都
テ
レ
ビ

前
掲
京
都
新
聞
連
載
{
日
〕

田

村

敬

男

談

こ

の

こ

と

は

前

出

成

明

沫

前

海

軍

参

謀

総

長

、

李

成

浩

元

海

軍

参

謀

総

長

も

指

摘

し

て

い

る

『
記
録
』

『
記
録
』

『
記
録
』

『
記
録
』

前
掲

N
H
K p

一
四

P
一
六
五

「
横
人
第
八
五
号
の
コ
二
九
二

p
一
六
七

p
三
五

「
四
七
年
目
の
訴
え
」

昭
和
二
五
年
三
月
九
日
」

以
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